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厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」

の周知について 

 

 介護保険行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「新

型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、

社会福祉施設等の対応について」（令和２年２月 28 日付厚生労働省医政局ほか

事務連絡）等において、お示ししてきたところですが、今般、厚生労働省では、

「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」

の周知について」（令和２年３月９日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総

合対策室他事務連絡）を都道府県等に対して発出し、新型コロナウイルスの集団

感染を防ぐために周知を図っているところです。 

 社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が報告されてい

ますが、社会福祉施設等において感染拡大の防止を図る観点からは、職員にお

いても、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めること

が重要です。 

 貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各

位に対し、ご周知いただきますようお願いいたします。 

 

【別紙】 

「社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」

の周知について」（令和２年３月９日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総

合対策室他事務連絡） 

  



 

（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 
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  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

               厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課  

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課  

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」 

の周知について 

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「新

型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、

社会福祉施設等の対応について」（令和２年２月 28 日付厚生労働省医政局ほか

事務連絡）等において、お示ししてきたところである。 

 社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が報告されてい

るが、社会福祉施設等において感染拡大の防止を図る観点からは、職員におい

ても、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが

重要である。このため、社会福祉施設等の職員においては、別紙「新型コロナウ

イルスの集団感染を防ぐために」を踏まえ、換気が悪く、人が密に集まって過

ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底いただけるよう、

管内の社会福祉施設等に対する周知をお願いするとともに、都道府県において

は、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いしたい。  



＜感染経路の特徴＞

◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割の方は、他の人に
感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーの
ゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染
させた事例が報告されています。

このように、集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定

多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染
拡大を防ぎます。

今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、

小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防止です。

※「小規模患者クラスター」とは

感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

国民の皆さまへのお願い

◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる
ことを避けてください。

◇ イベントを開催する方々は、風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する
環境は、感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催

の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間
をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

これらの知見は、今後の疫学情報や研究により変わる可能性がありますが、現時点で最善と
考えられる注意事項をまとめたものです。

厚生労働省では、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門
家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専
門家で構成される「クラスター対策班」を設置し、各地の支援に取り組んでいます。
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